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学校法人大阪医科薬科大学 公益通報者の保護等に関する規程 

 

（平成１８年７月３１日施行） 

 

第１章 総 則 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（以下、「法」という。）に基づく学校法人大阪医

科薬科大学（以下、「本法人」という。）における公益通報者の保護、公益通報の処理そ

の他の必要な事項を定める。 

 

（定 義） 

第２条 この規程において「公益通報」とは、本法人の役員、職員（派遣契約その他契約

に基づき本法人の業務に従事する者を含む。以下同じ。）又は通報の日前１年以内に職

員であった者が、不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的

でなく、本法人又は本法人の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の

者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本法人、当該通

報対象事実について処分（命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下

この条において同じ。）若しくは勧告等（勧告その他処分に当たらない行為をいう。第

３項第２号において同じ。）をする権限を有する行政機関（法第２条第４項に規定する

行政機関をいう。）又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若し

くはこれによる被害の拡大を防止する為に必要であると認められる者に通報すること

をいう。 

２ この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。 

３ この規程において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。 

(1)  法別表に掲げる法律（これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。）

に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法別表に掲げる法律に規定する過料の理由と

されている事実 

(2)  法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実と

なる場合における当該処分の理由とされている事実（当該処分の理由とされている

事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない

事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。） 

４ この規程において「部門」とは、大学、中学・高校、大学病院及び附設医療施設等を

いう。 

 

第２章 管理体制 

 

（統括者） 

第３条 本法人における公益通報の処理に関しては、コンプライアンス担当理事（以下、

「担当理事」という。）が統括する。 
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（業務従事者） 

第４条 本法人における公益通報等（第５条第１項に規定する公益通報等をいう。）の受付、

通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置をとる業務（以下、「公益通報対応業務」

という。）に従事するため、業務従事者を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1)  総務部長 

(2)  第５条第２項に定める通報窓口に置く担当者 

(3)  第９条第３項に定める調査で担当する職員 

(4)  その他、担当理事が公益通報ごとに必要と認める本法人の役員及び職員 

 

（通報窓口） 

第５条 本法人における公益通報及び公益通報に関する相談（以下、「公益通報等」という。）

に対応するため、本法人内及び外部の法律事務所に、通報窓口を置く。 

２ 通報窓口に担当者を置き、大阪医科薬科大学総務部総務課長と前項の法律事務所の弁

護士をもって充てる。 

 

第３章 通報処理体制等 

 

（通報処理体制等の周知） 

第６条 担当理事は、通報窓口、公益通報等の方法その他必要な事項を職員に周知する。 

 

（通報の方法） 

第７条 公益通報は、通報窓口に対する電話、郵便、電子メール、ファクシミリ又は面談

により受け付ける。 

２ 前項の公益通報は、原則として氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われ

た場合に限り、これを受け付ける。ただし、氏名及び連絡先を明らかにしないで行われ

た公益通報であっても、法第３条第１号及び第６条第１号に定める要件を満たすときは、

これを受け付ける。 

 

（通報の受付等） 

第８条 通報窓口において、公益通報を受けたときは、速やかに当該公益通報を受領した

旨を当該公益通報者に通知する。ただし、前条第２項ただし書きの場合にあっては、通

知は行わない。 

２ 本法人の役員又は通報窓口の職員以外の本法人の職員が、公益通報を受けたときは、

速やかに通報窓口に連絡し、又は当該公益通報者に対し通報窓口に公益通報するように

助言しなければならない。 

 

（通報に対する措置の検討） 

第９条 担当理事は、前条第１項に規定する公益通報を受けたときは、直ちに当該部門の

長に報告するとともに、当該公益通報に関し必要な措置の検討を行う。 
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２ 担当理事は、公益通報を受けた日から２０日以内に、当該通報対象事実に係る調査の

実施の有無等、前項の検討の結果を当該公益通報者に通知しなければならない。この場

合において担当理事は、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知する。ただし、

第７条第２項ただし書きの場合にあっては、通知は行わない。 

３ 担当理事は、前項に規定する調査を次の各部門の職員に行わせる。 

(1)  薬学部又は薬学研究科に関する通報については、薬学総務部総務課職員 

(2)  高槻中学校・高等学校に関する通報については、中学・高校事務部職員 

(3)  大阪医科薬科大学病院に関する通報については、病院職員 

(4)  大阪医科薬科大学の研究に関する通報については、研究推進課職員 

(5)  大阪医科薬科大学三島南病院に関する通報については、三島南病院事務部職員 

(6)  大阪医科薬科大学健康科学クリニックに関する通報については、健康科学クリニ

ック職員 

(7)  第１号から前号以外に関する通報については、大阪医科薬科大学総務部職員 

 

（調査の実施） 

第１０条 調査は、調査対象部署（以下、「調査部署」という。）に対し関係資料の提出、

事実の証明、報告その他調査の実施上必要な行為を求めることにより実施する。 

２ 調査は、事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。 

 

（調査部署の協力義務） 

第１１条 調査部署は、円滑に調査ができるよう、当該調査を行う者に対し、積極的に協

力しなければならない。 

２ 調査部署は、前条第１項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、

正当な理由なくこれを拒否することはできない。 

 

（調査結果の通知） 

第１２条 担当理事は、調査を終えたときは当該公益通報者に対し、当該調査結果を通知

する。ただし、第７条第２項ただし書きの場合にあっては、通知は行わない。 

 

（是正措置） 

第１３条 担当理事は、調査の結果、通報対象事実が明らかになったときは、直ちに是正

及び再発防止のために必要な措置（以下、「是正措置等」という。）を講じ、又は部門の

長に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。 

２ 部門の長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置

等の内容、是正結果等を担当理事に報告する。 

３ 担当理事は、第１項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、当該公益通

報者に対し前条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し、必要に応じて関係行政機関

に対し当該調査及び是正措置等に関し報告を行う。ただし、第７条第２項ただし書きの

場合にあっては、当該公益通報者に対する通知は行わない。 
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（被通報者等への配慮） 

第１４条 担当理事は、第１０条及び前条第３項の規定により公益通報者に通知をすると

きは、当該公益通報に係る被通報者（その者が法令違反を行った、行っている又は行お

うとしていると通報された者をいう。）又は当該調査に協力した者等の名誉、プライバ

シー等を侵害することのないよう配慮しなければならない。 

 

（業務従事者等の指定及び通知） 

第１５条 担当理事は、第４条に規定する者に対し、事前に業務従事者に指定する旨を通

知しなければならない。ただし、受付、調査又は是正の過程において、業務従事者の指

定要件を満たすに至った場合には、事後速やかに指定の上、通知することとする。 

２ 業務従事者は、公益通報対応の各段階において、自身が通報対象事実に関係する者で

はないことを確認し、通報対象事実に関係する者である場合には、担当理事に報告する。

この場合において、報告を受けた担当理事は、業務従事者の指定を解除する。 

３ 担当理事は、自身が通報対象事実に関係すると判断する場合には、理事長に報告する。

この場合において、報告を受けた理事長は、当該担当理事には対応に関与させないこと

とし、当該通報対象事実への対応にあたり、新たに担当理事を指名する。 

 

（業務従事者等の義務） 

第１６条 担当理事、業務従事者及びこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その

業務に関して知り得た事項であって、公益通報者を特定させるものを漏らしてはいけな

い。 

 

（不適切な通報制限） 

第１７条 公益通報者は、虚偽の通報又は本法人若しくは他人を誹謗中傷する通報その他

の不正目的の通報を行ってはならない。 

 

第１８条 この章の規定は、調査又は是正措置等の実施に関し他の規程に別段の定めがあ

るときは、その限度において適用しない。 

 

第４章 公益通報者の保護 

 

（解雇・解任の禁止） 

第１９条 法第３条及び第６条各号に掲げる公益通報等をしたことを理由として、当該公

益通報等をした者（以下、「公益通報者等」という。）に対し、解雇（派遣契約その他の

契約に基づき本法人の業務に従事する者にあっては当該契約の解除）・解任を行っては

ならない。 

 

（不利益取扱の禁止） 

第２０条 本法人の役員及び職員は、公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報

者等に対し不利益な取扱をしてはならない。 
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２ 公益通報者等は、そのことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、

適切な措置を講ずるよう通報窓口を経由して担当理事に申し立てることができる。 

 

第５章 その他 

 

（公益通報に該当しない通報に対する準用） 

第２１条 本法人の役員、職員又は通報の日前１年以内に職員であった者以外の者からの

通報については、この規程に定める公益通報の例に準じて取扱う。 

 

（改 廃） 

第２２条 この規程の改廃は、法人運営会議の議を経て、理事長が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成１８年７月３１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２３年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２３年１０月２６日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この改正は、平成２８年９月１日から施行する。 

２ この改正の施行に伴い、平成２１年６月２３日施行の大阪薬科大学における公益通

報者保護等に関する規程は、廃止する。 

 

附 則 

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この改正は、令和４年７月２６日から施行し、令和４年６月１日から適用する。 

 


